
 

 

 

                                                                                       保険 No .2017-08 

                                                                                       平 成 2 9 年 7 月 

 

検査実施料の新規収載のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、「保医発 0630第 1号」により、下記の検査項目におきまして、検査実施料の適用が行われま

したのでご案内致します。 

お取り計らいの程、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

 適 用 日  

 

 

平成２９年７月１日より適用 

 

 

 新 規 収 載 項 目  

 

 

● ＥＧＦＲ遺伝子検査《血漿》                   ・・・・受託中 

（項目コード：７９６１ ＥＧＦＲ遺伝子変異解析《血漿》にて受託しています） 

 

 

※ 詳細につきましては、裏面をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 



 

 

● 新規収載項目 

適用日：平成 29年 7月 1日 

検査項目 実施料 判断区分 
診療報酬 

点数区分 
 備考 

ＥＧＦＲ遺伝子検査

《血漿》 
2100点 

血液学的検査 

（判断料：125点） 

「D006-2」 

造血器悪性腫

瘍遺伝子検査 

ア ＥＧＦＲ遺伝子検査（血漿）は、区分番号「Ｄ００６－

２」造血器腫瘍遺伝子検査の所定点数に準じて算

定する。 

イ 本検査は、肺癌の再発や増悪により、ＥＧＦＲ遺伝

子変異の２次的遺伝子変異が疑われ、再度治療法

を選択する必要があり、血漿を用いてリアルタイムＰ

ＣＲ法で測定した場合に、患者１人につき１回に限り

算定できる。ただし、本検査の実施は、医学的な理

由により、肺癌の組織を検体として、区分番号「Ｄ０

０４－２」悪性腫瘍組織検査の「１」悪性腫瘍遺伝子

検査の「イ」ＥＧＦＲ遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ

法）又は「ロ」ＥＧＦＲ遺伝子検査（リアルタイムＰＣＲ

法以外）を行うことが困難な場合に限る。本検査の

実施にあたっては、関連学会が定める実施指針を

遵守すること。 
ウ 本検査を実施した場合には、肺癌の組織を検体と

した検査が実施困難である医学的な理由を診療録

及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

エ 本検査、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の

「１」悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号「D006-2」造

血器腫瘍遺伝子検査又は区分番号「D006-6」免疫

関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併

せて行った場合には、主たるもののみ算定する。 

※下線部が「保医発 0630第１号」により改正された内容になります。 


